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国立大学法人筑波大学特別研究員受入取扱要項 

 

                                学  長  決  定 

                              平成２７年３月１６日 

                                                    改正   平成３０年３月２６日 

（趣旨）  

１ この要項は、国立大学法人筑波大学研究員受入規則（平成１７年法人規則第５３号）第８条の

規定に基づき、国立大学法人筑波大学（以下「本学」という。）において、独立行政法人日本

学術振興会特別研究員（学生の身分を有する者及び外国人特別研究員を除く。以下「学振特別

研究員」という。）の受入れについて、必要な事項を定めるものとする。 

（目的） 

２ この要項は、学振特別研究員の受入れについて、必要な事項を定めることにより、本学にお

ける学振特別研究員の位置付けを明確にするとともに学振特別研究員が行う研究活動に便宜を

図り、もって本学の学術研究の発展に資することを目的とする。 

（資格） 

３ 学振特別研究員として受け入れることのできる者は、独立行政法人日本学術振興会業務方法

書に基づく研究者養成事業として、特別研究員－ＳＰＤ、特別研究員－ＰＤ、又は特別研究員

－ＲＰＤに採用された者とする。 

（申請） 

４ 本学に学振特別研究員として受入れを希望する者は、独立行政法人日本学術振興会の採用内

定通知があった後、あらかじめ受け入れようとする教員（以下「受入教員」という。）の承諾

を得て、当該受入教員が所属する部局等（系、国際統合睡眠医科学研究機構、教育研究施設、

附属学校教育局及び理療科教員養成施設）の長を経由して学長に国立大学法人筑波大学特別研

究員受入申請書（別記様式第１号）を提出するものとする。 

（許可） 

５ 学長は、部局等の長から前項の申請書の提出があった者について、本学の教育研究上支障が

ない場合に限り、「国立大学法人筑波大学特別研究員（以下「特別研究員」という。）」とし

て、受入れを許可するものとする。 

６ 学長は、前項の規定により受入れを許可した時は、受入教員の所属する部局等の長を経由し

て申請者に対し、国立大学法人筑波大学特別研究員受入許可書（別記様式第２号）により、通

知するものとする。 

（受入期間） 

７ 特別研究員の受入期間は、原則として、独立行政法人日本学術振興会に特別研究員－ＳＰＤ、

特別研究員－ＰＤ、又は特別研究員－ＲＰＤとして採用されている期間とする。 

（受入期間の変更） 

８ 特別研究員の研究期間を変更する必要が生じたときは、国立大学法人筑波大学特別研究員受

入期間変更届（別記様式第３号）を部局等の長を経由して学長に届け出るものとする。 

（研究活動への従事） 
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９ 特別研究員は、独立行政法人日本学術振興会から出産・育児に係る採用中断の扱いを受ける

場合を除き、学振特別研究員申請書記載の研究計画に基づき研究に専念しなければならない。 

１０  前項の規定にかかわらず、特別研究員は、独立行政法人日本学術振興会が定めた範囲で他

の研究に従事することができる。 

（研究員証） 

１１ 特別研究員には、国立大学法人筑波大学特別研究員証（別記様式４）（以下「研究員証」

という。)を交付するものとする。 

１２ 特別研究員が、前項の研究員証を紛失、汚損等のため再交付を受けようとするときは、研

究員証再交付願（別紙様式５）を所属の事務担当を経由して学長に提出するものとする。 

１３ 研究員証の発行事務は、研究推進部研究企画課において行う。 

（研究料） 

１４ 特別研究員の研究料は、徴収しない。 

（研究活動中の事故への対応） 

１５  特別研究員の故意又は過失が原因で起こった研究活動中の事故等による損害においては、

本学は責任を負うことはできない。ただし、本学に責任が認められる場合はその限りでない。 

１６ 特別研究員は、研究中の不慮の事故・健康管理に備え、本人の負担により傷害保険に加入

しなければならない。 

（施設等の利用） 

１７  特別研究員は、受入教員及び施設等管理責任者の承認を得て、その研究を遂行するために

必要な本学の施設、諸設備等を本学の教育・研究に支障のない範囲で利用することができる。 

１８ 特別研究員の故意又は重大な過失により本学の施設、諸設備等を減失し、又は損傷したと

きは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。 

（健康診断） 

１９ 特別研究員は、健康・安全上の配慮から、本学が実施する健康診断を受診することができ

るものとする。 

（知的財産の取扱い） 

２０ 特別研究員は、特別研究員として従事した研究において創出した知的財産の取扱いについ

て、国立大学法人筑波大学知的財産規則（平成１６年法人規則第１２号）及びその他関連規

則に従うものとする。 

（規則等の遵守等） 

２１ 特別研究員は、本学の諸規則等を遵守しなければならない。 

２２ 学長は、特別研究員が前項の規定に違反し、又は特別研究員としてふさわしくない行為が

あったときは、本学での研究活動を停止させ、又は第５項の決定を取り消すことができる。 

（雑則） 

２３ この要項に定めるもののほか、特別研究員の受入れに関し、必要な事項は、別に定める。 
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附 記 

１ この要項は、平成２７年４月１日から実施する。 

２ この要項の実施の際、現に本学教員を受入教員として、独立行政法人日本学術振興会の特別

研究員－ＳＰＤ、特別研究員－ＰＤ、又は特別研究員－ＲＰＤに採用されている者は、第５項

の規定により特別研究員として受入れを許可されたものとみなす。 

 

 附 記（平３０・３・２６） 

この要項は、平成３０年４月１日から実施する。 
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別記様式第１号（第４項関係） 

国立大学法人筑波大学特別研究員受入申請書 

 

平成  年  月  日 

 

国立大学法人筑波大学長 殿 

 

申請者 

住 所 

氏 名               印 

 

日本学術振興会特別研究員として，下記のとおり研究に従事したいので，申請します。 

 

記 

 

氏     名  

生 年 月 日 年  月  日 

最 終 学 歴  

学位取得（見込） 平成  年  月  日      博士（見込） 

研 究 期 間 平成  年  月  日 ～  平成  年  月  日 

研 究 題 目  

 

受 入 部 局 等 名   

受 入 教 員  

 

 

 

    上記申請者の受入教員となることを承諾します。 

     所属・職・氏名                            印  
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別記様式第２号（第５項関係） 

国立大学法人筑波大学特別研究員等受入許可書 

 

平成  年  月  日 

 

申請者 

      殿 

 

国立大学法人筑波大学長 

           印 

 

 平成  年  月  日 付けで申請のあった国立大学法人筑波大学特別研究員について、受

入れを許可します。なお、受入れ研究期間は、下記のとおりとします。 

 

記 

 

 平成  年  月  日 ～  平成  年  月  日 
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別記様式第３号（第７項関係） 

国立大学法人筑波大学特別研究員受入期間変更届 

 

平成  年  月  日 

 

国立大学法人筑波大学長 殿 

 

申請者 

住 所 

氏 名               印 

 

 

平成  年  月  日付けで受入れを許可された研究期間を変更したいので届け出ます。 

 

記 

 

 

氏     名  

生 年 月 日 年  月  日 

当初の研究期間  

変 更 後 の 期 間 平成  年  月  日 ～  平成  年  月  日 

研 究 期 間  

の 変 更 の 理 由 

 

 

受 入 部 局 等 名   

受 入 教 員  

  

 

    上記申請者の受入研究期間を変更することを承諾します。 

     所属・職・氏名                            印  
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別記様式第４号（第９項関係） 

（表） 

国立大学法人筑波大学特別研究員証 

第      号

 

氏 名 

 

部局等名 

 

受入教員氏名 

 

有効期限           平成    年    月    日 

 

上記の者は、本学において特別研究員として研究に従事していることを証明する。 

 

                                平成    年    月    日 

 

国立大学法人筑波大学長                   印 

 
 

（裏） 

 

 

 

注 意 事 項 

 

１．本学の諸規則を遵守しなければならない。 

 

２．この研究員証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。 

 

３．新たに研究員証の交付を受けたとき、日本学術振興会特別研究員でなくなったとき又は有効

期間が満了したときは、速やかに返還しなければならない。 

 

 

 

（この証は、名刺版横とする。） 
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別記様式５（第９項関係） 

平成  年  月  日 

 

 

 

国立大学法人筑波大学長 殿 

 

日本学術振興会特別研究員 

氏 名 

（署名又は記名押印） 

受入教員 

部局名 

職 名 

氏 名 

（署名又は記名押印） 

 

国立大学法人筑波大学特別研究員証再交付願 

 

下記の理由により国立大学法人筑波大学特別研究員証の再発行をお願いします。 

 

 

記 

 

 

１．再発行の理由 

２．研究従事期間 

３．備 考 

 


